
障　害　者 指定就労移行支援事業者等 川　崎　市

※2 事業実施の事前申請 ←※1 事業の説明

→ ※3 実施する指定就労移行支援

　  事業者等の確定

①支援の説明・希望の確認（第５条）

　利用料：無料＊１（第６条）

→ ②利用者との契約準備(補助金申請準備)

③利用者との契約

　支援計画・実績報告の作成(補助要綱)

　※遵守事項（第７条）

　・利用者の事情を踏まえた支援

　・就労先や家庭等との協力体制確保

　・業務上知りえた秘密の保持

④支援開始 ←
・就労先への訪問及び就労や生活

　に関する相談等：月２回以上

（第３条）　実施期間（第４条）

↓
⑤支援完了

→ ⑥補助金の交付申請（第４条）　→ ⑦補助金の交付決定(支払)(第５条)

補助額（第３条） ↓
　3月以上6月未満支援　1人につき5万 ⑧交付条件（第６条）

　6月以上支援　　　　 1人につき10万 ⑨補助金の返還（第７条）

⑩支援計画・実績報告（第８条）

⑪額の確定及び精算（第９条）

⑫報告及び監査（第10条）

平成23年4月1日

３　施行日

　　　　　　　　※当該年度４月１日現在において、第３条の支援６月未満まで対象
●実施期間（第４条）：一般就労に移行した日の属する月の初日から起算して６月間

事
業
実
施
要
綱

事
業
補
助
金
交
付
要
綱

１　概要

川崎市障害者就労支援フォローアップ事業実施要綱（概要）

２　フローシート

　する相談に応じ、必要に応じて関係機関との連絡調整を行う

●実施主体（第２条）：川崎市。ただし、その実施を、障害者自立支援法に基づく指定就労移行支援

　事業者、指定就労継続支援Ａ型事業者又は指定就労継続支援Ｂ型事業者（以下「指定就労移行支援

　事業者等」という。ただし、直営わーくすを除く。）が実施することができる。

●目的（第１条）：障害者の円滑な一般就労への移行を確保するため、移行を支援した事業所による

　定着支援を実施し、もって障害者の就労支援を促進する。

●事業内容（第３条）：一般就労に移行した障害者に対し、就労先への訪問及び就労や生活に関



指定就労移行支援事業者等 川　崎　市

１　実績の確定→「（別紙）交付申請額積算内訳」を作成のうえ、
　　「（第１号様式）川崎市障害者就労移行フォローアップ事業
　　交付申請書」を川崎市障害計画課に提出

→ ２　障害計画課で内容確認のうえ、指定就労移行支援事業者等に「（第２号
　　様式）川崎市障害者就労移行フォローアップ事業補助金交付決定通知書」
　　及び「請求書・支払金口座振替依頼書」を送付

３　決定内容に基づき「（第３号様式）川崎市障害者就労支援フォ
　　ローアップ事業実施報告書」及び「請求書」を作成し、川崎市
　　障害計画課に送付

←

※ 個人別に「支援計画書」、「支援実施報告書」を提出　　　→ ４　実績報告書及び請求書による支払処理

　　年度をまたがる場合の対象は次の２、３のとおりとする。

　　 して新年度(平成25年度)の対象となる

３．当該年度末３月３１日現在で、支援期間が１日以上の６月未満で継続している場合

（１）平成25年3月31日現在で、支援期間が３月未満の場合→４月以降の支援と合わせ３月以上又は６月以上支援した場合は、新年度(平成25年度）対象となる

１．原則として当該年度内（平成24年４月１日～平成25年３月31日）に就労した利用者の定着支援について補助金の対象とする。

（２）平成25年3月31日現在で、支援期間が３月以上の場合→４月以降の支援と合わせ６月以上支援した場合は「６月以上」、それ以外は「３月以上６月未満」と

川崎市障害者就労支援フォローアップ事業補助金申請～支払処理について（概要）

２．開始年度４月１日時点で、支援期間が１日以上６月未満で継続している場合

（１）平成24年4月1日現在で、支援期間が３月未満の場合→今後の支援で３月以上支援した場合は対象となる

（２）平成24年4月1日現在で、支援期間が３月以上の場合→今後の支援で６月以上支援した場合は「６月以上」、それ以外は「３月以上６月未満」の対象となる

（３）平成24年4月1日現在で、支援期間が６月以上の場合→当該年度(平成24年度）は対象とならない



川崎市障害者就労移行フォローアップ事業実施要綱

平成２１年３月１７日

２０川健障計第 1335号
健康福祉局長専決

（目的）

第１条 この事業は、障害者の円滑な一般就労への移行を確保するため、移行を支援した事業所

による定着支援を実施し、もって障害者の就労を促進することを目的とする。

（実施主体）

第２条 この事業の実施主体は、川崎市とする。ただし、障害者自立支援法（平成１７年法律第

１２３号。以下「法」という。）に基づく指定就労移行支援事業者、指定就労継続支援Ａ型事業

者又は指定就労継続支援Ｂ型事業者（以下「指定就労移行支援事業者等」という。ただし、直

営わーくすを除く。）が実施することができる。

（事業内容）

第３条 この事業は、法第５条第１４項に規定する就労移行支援、同条第１５項に推定する就労

継続支援を利用して一般就労に移行した障害者に対し、就労先への訪問及び就労や生活に関す

る相談に応じ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を行うものとする。

２ 前項に規定する支援については、１月間に２回以上行うこととする。

（実施期間）

第４条 この事業の実施期間は、一般就労に移行した日の属する月の初日から起算して６月間と

する。

２ 前項に規定する期間内に利用者が離職した場合は、離職した日までを実施期間とする。ただ

し、３月間以上支援を実施した場合に限るものをする。

（実施方法）

第５条 この事業を実施する者は、事前に利用者にこの事業について説明するとともに、一般就

労に移行した場合は、この事業により支援を提供することについて契約するものとする。

（利用料）

第６条 この事業の利用者の利用料は、無料とする。ただし、この事業による支援を提供するた

め、この事業に従事する者が利用者の居宅等を訪問する場合又は関係機関等へ赴く場合に要す

る交通費は、利用者の負担とすることができる。

（遵守事項）

第７条 市及び指定就労移行支援事業者等は、この事業の実施にあたって、次の各号に規定する

事項を遵守しなければならない。

（１）利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえ、適性かつ効果的に支援を行うこ

と。

（２）就労先や家庭、関係機関・団体等との協力体制の確保に努めること。

（３）正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家庭及び就労先の秘密を漏らさな



いこと。

（補助金の交付及び申請）

第８条 本事業の実施対し交付する補助金の申請については、川崎市障害者就労移行フォローア

ップ事業補助金交付要綱に定めるものとする。

（委任）

第９条 この要綱に定めるものの他、必要な事項については、健康福祉局長が定める。

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。



川崎市障害者就労移行フォローアップ事業補助金交付要綱  

平成２３年４月１日

２3 川健障計第 1581 号

健康福祉局長専決

（趣 旨）  

第１条 この要綱は、障害者の円滑な一般就労への移行を確保するため、移行を支援した

事業所による定着支援を実施し、もって障害者の就労を促進するため、本市の定める川

崎市障害者就労移行フォローアップ事業実施要綱に基づき実施する事業に対し、市が予

算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定める。  

（交付の対象）  

第２条 この補助金の交付対象は、前条における事業を実施する、障害者自立支援法（平

成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）に基づく指定就労移行支援事業者、指

定就労継続支援Ａ型事業者又は指定就労継続支援Ｂ型事業者（以下「指定就労移行支援

事業者等」という。ただし、直営わーくすを除く。）のうち、川崎市障害者就労移行フ

ォローアップ事業実施要綱に定める事業を実施した指定就労移行支援事業者等とする。

（実施期間及び補助額）

第３条 当該事業の実施期間は、川崎市障害者就労移行フォローアップ事業実施要綱第４

条に規定する期間とし、補助額は次のとおりとする。

（１） 一般就労に移行した日の属する月の初日から起算して６月間実施した場合

１人につき１０万円とする。

（２）前項に規定する期間内に利用者が離職した場合で、３月間以上支援を実施した場合

１人につき５万円とする。

（補助金の交付申請）  

第４条 当該事業の補助金の交付を受けようとする指定就労移行支援事業者等は、川崎市

障害者就労移行フォローアップ事業交付申請書（第１号様式）を市長に提出しなければ

ならない。  

（補助金の交付決定）  

第５条 前条の規定により受理した申請書を審査し適当と認めたときは、補助金の交付決

定を行い、川崎市障害者就労移行フォローアップ事業補助金交付決定通知書（第２号様

式）により指定就労移行支援事業者等に通知するものとする。  

（交付条件） 

第６条 交付決定を受けた指定就労移行支援事業所等（以下「実施者」という。）に対す

る補助金の交付条件は次のとおりとする。 

（１）この補助金は、川崎市障害者就労移行フォローアップ事業実施要綱に基づき適正に

使用し、実施者の運営費以外に使用してはならない。 



（２）事業を中止し、又は廃止する場合は市長の承認を受けなければならない。 

（３）補助金と事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿等証拠書類を整理し、

これを当該年度の事業終了後５年間保存しておかなければならない。

（４）当該年度が終了した日から３０日以内に事業実績報告書を市長に提出しなければな

らない。 

（補助金の返還）  

第７条 補助金の交付を受けた実施者が、前条の各号に違反したとき、及び前条第２号に

より事業を中止し又は廃止した場合は、その補助金の一部又は全部を返還させることが

できる。

（実績報告）  

第８条 本要綱に規定する補助金の実績報告は、川崎市障害者就労移行フォローアップ事

業実施報告書（第３号様式）に、支援計画書及び支援計画の実施報告を添えて事業完了

の日から起算して３０日以内に行わなければならない。  

（額の確定及び精算）  

第９条 市長は､前条の規定による報告書を受理したときは､内容を審査し交付条件に適合

すると認めたときは､補助金の額を確定し､補助金の精算を行うものとする。  

（報告及び監査）  

第10条 市長は､必要と認めるときには､事業の実施者に対して､関係書類の提出及び報告

を求め､事業内容を監査することができるものとする。  

（委任）  

第11条 この要綱に定めのない事項については、健康福祉局長が別に定める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  



（第１号様式） 

川崎市障害者就労移行フォローアップ事業交付申請書

平成  年  月  日 

（あて先） 川 崎 市 長  

              申請者 住 所 

                  名 称 

                  代表者            印 

事業所名

 川崎市障害者就労移行フォローアップ事業補助金交付要綱第４条の規定に基づき、

次により関係書類を添えて申請いたします。 

 １ 申請額 

   金                円 

２ 添付書類 

  （別紙）交付申請額積算内訳 



（別紙） 

交付申請額積算内訳 

1 

氏 名
生年月日   年  月  日

就労先

名 称

就 労

開始日
平成  年  月  日 

支 援

期 間

□３月以上６月未満 

□６月以上

就 労

状 況

□継続 

□退職（平成  年  月  日）
申請額   円 

２

氏 名
生年月日   年  月  日

就労先

名 称

就 労

開始日
平成  年  月  日 

支 援

期 間

□３月以上６月未満 

□６月以上

就 労

状 況

□継続 

□退職（平成  年  月  日）
申請額   円 

３

氏 名
生年月日   年  月  日

就労先

名 称

就 労

開始日
平成  年  月  日 

支 援

期 間

□３月以上６月未満 

□６月以上

就 労

状 況

□継続 

□退職（平成  年  月  日）
申請額   円 

４

氏 名
生年月日   年  月  日 

就労先

名 称

就 労

開始日
平成  年  月  日 

支 援

期 間

□３月以上６月未満 

□６月以上

就 労

状 況

□継続 

□退職（平成  年  月  日）
申請額   円 

５

氏 名
生年月日   年  月  日

就労先

名 称

就 労

開始日
平成  年  月  日 

支 援

期 間

□３月以上６月未満 

□６月以上

就 労

状 況

□継続 

□退職（平成  年  月  日）
申請額   円 



（第２号様式）

川崎市指令健計第  号

川崎市障害者就労移行フォローアップ事業補助金交付決定通知書

所在地 

名 称 

代表者 

事業所名

 平成 年  月  日付けで申請のありました平成  年度川崎市障害者就労移行フォロ

ーアップ事業補助金につきましては、       円を次の条件で交付します。

平成  年  月  日

川崎市長 

１ 補助金は、次のとおり交付する。

万円 ×  人 ＝       円

万円 ×  人 ＝       円

        合計       円

１ この補助金は、「川崎市障害者就労移行フォローアップ事業実施要綱」に基づき適正に 

使用し、指定就労移行支援事業者等の運営費以外に使用してはならない。 

２ 事業を中止し、又は廃止する場合は市長の承認を受けなければならない。 

３ 補助金と事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿等証拠書類を整理し、これ

を当該年度の事業終了後５年間保存しておかなければならない。

４ 当該年度が終了した日から３０日以内に事業実績報告書を市長に提出しなければならない。 

５ 上記の条件に違反したとき、第２項により事業を中止し又は廃止した場合は、その補助金

の一部又は全部の返還を命ずることがある。

（健康福祉局障害保健福祉部障害計画課担当）

連絡先



（第３号様式）

川崎市障害者就労移行フォローアップ事業実施報告書

平成  年  月  日 

（あて先） 川 崎 市 長  

              申請者 住 所 

                  名 称 

                  代表者            印 

事業所名

 平成  年  月  日付けで交付決定を受けた川崎市障害者就労移行フォロー

アップ事業について、川崎市障害者就労移行フォローアップ事業補助金交付要綱第８

条の規定に基づき、次により関係書類を添えて報告します。 

 １ 事業実績 

   （別紙）川崎市障害者フォローアップ事業実績表のとおり 

２ 添付書類 

・ 支援計画書

・ 支援実施報告書 



（別紙） 

川崎市障害者就労移行フォローアップ事業実績表 

１ 施設名 

２ 支援期間 

 ３月以上６月未満  人 

 ６月以上      人 

３ 内訳 

１

氏 名
就労先

名 称

就 労

開始日
平成  年  月  日 

支 援

期 間

□３月以上６月未満 

□６月以上

□継続 

□退職

２

氏 名
就労先

名 称

就 労

開始日
平成  年  月  日 

支 援

期 間

□３月以上６月未満 

□６月以上

□継続 

□退職

３

氏 名
就労先

名 称

就 労

開始日
平成  年  月  日 

支 援

期 間

□３月以上６月未満 

□６月以上

□継続 

□退職

４

氏 名
就労先

名 称

就 労

開始日
平成  年  月  日 

支 援

期 間

□３月以上６月未満 

□６月以上

□継続 

□退職

５

氏 名
就労先

名 称

就 労

開始日
平成  年  月  日 

支 援

期 間

□３月以上６月未満 

□６月以上

□継続 

□退職

６

氏 名
就労先

名 称

就 労

開始日
平成  年  月  日 

支 援

期 間

□３月以上６月未満 

□６月以上

□継続 

□退職


